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総務市民委員会 会議録 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和２年４月２３日（木曜日） 

午前１１時１０分開会、午後０時１１分閉会 

場 所 第３委員会室 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日 程 

 １ 開 会 

 ２ 委員長あいさつ 

３ 協議事項 

   各会派の政務活動費収支報告書の審査 

４ その他 

５ 閉 会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委員長  島岡 宏明 

 副委員長 今野 貴子 

 委 員  久松 猛 

 委 員  吉田 博史 

委 員  吉田 千鶴子 

 委 員  海老原一郎 

 委 員  篠塚 昌毅 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席委員（１名） 

委 員  柴原 伊一郎 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者（３名） 

議会事務局長       小松澤  文 雄 

議会事務局次長      天 貝  健 一 

議会事務局主任      浅 岡  久 美 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事務局職員出席 

主 査  寺嶋 克己 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

傍聴者（０名） 

 男 ０名 

 女 ０名 
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 議 員  田子 優奈 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○島岡委員長 総務市民委員会を開催するに先立ちまして，これから会議録や領収書等

のインターネット公開がございますので，十分留意してご審議いただきたいと思いま

す。それでは，只今から総務市民委員会を開催いたします。協議事項に入ります。各会

派の政務活動費収支報告書の審査をいたします。まず始めに，郁政クラブについて事務

局より説明願います。 

○天貝議会事務局次長 本日審査をいただくのは，資料の１枚目に記載の１番から５番

までの５会派，それから令和元年９月３０日をもって解散をしております土浦の未来を

語る会。６番でございますけれども，こちらを加えた６会派でございます。まず，本日

用意しております資料につきましてご説明申し上げたいと思います。資料の２枚目をお

願いいたします。こちら各会派の収支一覧表になってございまして，下から２行目に市

への返還額を記載してございます。それ以降につきましては，１番から６番のラベルに

会派ごとに資料をまとめてございます。また，昨年は改選の年でありましたので，すべ

ての会派からは５月以降の政務活動費の請求がありましたので，今回は１１ヶ月分の政

務活動費について審査をお願いしたいと存じます。それでは１番のラベルをお開きくだ

さい。１ページの収支報告書。１番の収入につきましては，政務活動費の合計金額で，

２の支出の表の中の各科目の支出金額がございますけれども，それから備考欄に説明を

記したものでございます。３の残額につきましては，市に返還した額になります。２ペ

ージには会計帳簿，３ページ以降に支出を証明する各種報告書や領収書，あるいは支出

証明書を資料としてお付けしております。説明については，概要とポイントとなる部分

を中心にご説明させていただきます。１番にお戻りいただきまして，郁政クラブでござ

います。１番の収入。こちら合計で２９０万円でございますけれども，内訳は２ページ

の一番上。こちらに記載しておりますけれども，５月からの当初のメンバー１０名の１

１ヶ月分，２７５万円と奥谷議員が１０月から合流されておりますので，６ヶ月分１５

万円というものでございます。１ページにお戻りいただきまして，２番の支出。こちら

は５項目の支出がございまして，一番上の調査研究費につきましては，７月の北海道視

察及び２月に公明党土浦市議団と合同で行った鹿児島方面の視察に係る経費１４４万

２，９００円でございます。３ページの視察収支報告書をお願いいたします。北海道美

瑛町ほかの行政視察でありまして，上から２行目は土浦・品川間の普通列車のグリーン

券でありますけれども，その旅費規程で認められていないことから政務活動費からでは

なく，会派から支出したものでございます。また，上から９行目のＪＲ旭川から滝川間

の特急券。こちらにつきましては１００キロ未満でありますことから会派からの支出と

なっているものでございます。また，７月３日の最後から２行目の宿泊代につきまして

は，１泊朝食付で１万３，３００円でございますが，申し合わせ事項で規定の１万４，

０００円との差額７００円を夕食費に支出できることから７人分の４，９００円をその

下の行の記載のとおり政務活動費で支出しておりまして，残金を会派から支出したもの

でございます。続きまして９ページをお願いいたします。公明党土浦市議団と合同で鹿

児島県霧島市他の視察で２月４日の貸し切りバスにつきましては，料金を公明党土浦市

議団と人数割で支払っておりますが，申し合わせにより，公共交通機関の料金を上限と
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するとなっておりますことから，差額を会派から支出するもので，公共料金の詳細につ

きましては，次の１０ページに記載してございます。９ページの一番下のキャンセルに

つきましては，１名分をキャンセルしたことにより，支払ったキャンセル料と戻ってき

た金額を整理したものでございます。続きまして，１ページにお戻りいただきたいと思

います。２番目の支出科目，研修費３万９，７５０円ですけれども，１７ページをお願

いいたします。全国市町村国際文化研修所主催の議員研修に１名が参加した収支報告書

でございます。表の一番上の受講料９，８５０円には宿泊代と食事代が含まれているも

のでございます。その他につきましては，振込手数料また，交通機関の料金というもの

でございます。一番下の東京・土浦間については，会派からの支出というものでござい

ます。もう一度１ページにお戻りいただきまして，広報費４９万７，９１５円でござい

ます。郁政クラブの会報を３万７，０００部印刷しまして，新聞折り込みにて配付した

もので，２３ページと２４ページに領収書等を掲載しているものでございます。続きま

して，１ページの方をお願いします。支出科目の資料購入費６９万９，４４９円でござ

います。こちらは２５ページをお願いしたいと思います。こちらに記載の書籍のほか，

８名分の新聞購読料及び会派の新聞購読料１紙分でございます。１ページをお願いいた

します。支出科目の一番最後の事務所費でございます。１万５，０３８円につきまして

は，４３ページをお願いします。４３ページが事務用品，それから４４ページのＮＨＫ

受信料でございます。ＮＨＫ受信料につきましては，見にくいのですが上の方の黒塗り

の部分１万７，７７０円とございますけれども，これは令和元年５月から２年７月まで

の領収書でございましたので，令和２年４月から７月分につきましては，返金していた

だいて，年度払いという形で処理しています関係で，下に手書きで記載のとおりＮＨＫ

から４，２８０円を返金されてございます。郁政クラブについては以上でございます。 

○島岡委員長 何かご質問等ございますでしょうか。 

○久松委員 新聞折り込みを入れた見本はないの。添付されていないの。 

○浅岡議会事務局主任 すいません。コピーをするのを忘れていました。 

○島岡委員長 今，会派室にありますので。出していただくということで。 

○今野副委員長 新聞なんですけれども，郁政クラブ様となっているものと，あと郁政

クラブと個人名で出ているのがあるんですが，これは個人名を出さなくても大丈夫なん

でしょうか。 

○天貝議会事務局次長 各議員各位が取っているものについては，会派名と個人名が領

収書に記載していることになっております。各個人名の場合は会派から支出証明書を書

いていただくという取り決めになっておりまして，各会派のみの記載については，会派

で取っているもの。 

○今野副委員長 そういう認識になるということですね。わかりました。 

○島岡委員長 その他ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ。 

○海老原委員 一点だけ，恥ずかしい話なんだけれど，４３ページ。郁政の郁の字が間
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違っているんですよ。恥ずかしい話。逆なんだよね。 

○浅岡議会事務局主任 そうなんです。このままとおします。 

○島岡委員長 よろしいですか。 

○篠塚委員 すいません。領収書の代わりに支払い証明書を付けてもらったらどうです

か。 

○島岡委員長 今，誤字があったということに関しましてですか。 

○篠塚委員 会派の会長名を，支払い証明書を付けてもらうということで。 

○島岡委員長 どのようにしましょうか。 

○天貝議会事務局次長 正確を期すために，そのように後ほどそういう手続を取らせて

いただきたいと思います。 

○島岡委員長 それでは，こちらの件を支払い証明書を取り寄せて付けていただくとい

うことでよろしくお願いします。その他なければ郁政クラブの収支報告書については。 

○篠塚委員 よろしいですか。視察報告もありますので，合わせてこれも一緒に審査

を。一度ざっと見てもらった方がいいと思いますが。 

○島岡委員長 そうしますと，これからの流れといたしましては，収支報告と視察の内

容を皆さんから見ていただき，１会派ずつご承認いただくということでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」という声あり。） 

○島岡委員長 郁政クラブの視察報告書の方を目をとおしていただいてよろしいでしょ

うか。目をとおす時間は約３分間。 

○吉田（博）委員 委員長。報告書は，あくまでも行って研修してその感想が書いてあ

るだけだから，これは各委員に読んでもらうだけであって，要は会派の支出とかの内容

が一番重視されるんだから，そっちで進んで。 

○島岡委員長 ただいま，吉田（博）委員の方から，こちらの報告書に関しては各委員

の方で目をとおしていただければいいのではないかということが出ましたが，いかがい

たしましょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」という声あり。） 

○島岡委員長 篠塚委員よろしいでしょうか。 

○篠塚委員 報告にはルールで各自コメントを出しているので，それのチェック表がた

ぶん事務局で作っていると思うんですけれども。それがあればいいんじゃないですか

ね。内容じゃなくて，ちゃんとルールを守っているかどうかを審査するということで。

それがなっていれば別に。 

○浅岡議会事務局主任 一つ一つ全部チェックはさせていただきまして，出ていますの

で，省かせていただきましたが，その表も添付しますか。 

○島岡委員長 視察に関しての，この項目をクリアしていかなくてはいけないというよ

うな項目があったと。それに関してのチェック表があった方がよろしいでしょうか。よ

ろしいですか。 

○浅岡議会事務局主任 今ご用意しますか。 
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○島岡委員長 用意していただいて。それでは吉田（博）委員のご提案がございました

が，こちらの方が今，用意してくれると思いますので，各会派ごとに予算審議をもって

承認ということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり。） 

○島岡委員長 チェック表を出していただきますので。 

○篠塚委員 進めてください。 

○島岡委員長 チェック表については進めながら見ていただくということで，郁政クラ

ブの審査は置いておきまして，政新会の説明をお願いします。 

○天貝議会事務局次長 ラベル２番をお開き願います。政新会の収支報告でございま

す。まず，１番の収入でございますけれども，６名分の１１ヶ月分ということで１６５

万円の収入がございました。２番の支出でございます。３項目でございます。一番上の

調査研究費８６万８，９３０円につきましては，７月に東北方面に行政視察に行ったも

の。それから１０月に中部地方に行政視察に行かれたもの。それから２月に九州方面に

行政視察を行っております。３ページをお願いいたします。７月３日から５日に秋田県

大仙市他の行政視察への報告書でございます。ポイントとなる部分につきましては，７

月３日レンタカー。中段以降になりますけれども，そちらでございまして，備考欄に別

記１参照とございます。下の表が別記１になりまして，レンタカー１万７，６００円の

支出がございましたけれども，政務活動費につきましては，公共交通機関の料金を上限

とするということから１万３，０００円を支出しまして，その差額については自己負担

ということで４，６００円を支払っているものでございます。続きまして，８ページを

お願いいたします。１０月に長野県大町市他の行政視察を行ったものでございます。こ

ちらにつきましては，１０月２８日に視察先ということで大町エネルギー博物館で視察

を行ったということで，入場料が７００円，４人分の２，８００円の支出がございまし

た。こちらは政務活動費からの支出でございます。同じく２９日に視察先ということ

で，飛騨古川まつり会館の入場料。こちらについても政務活動費からの支出ということ

でございます。一番下，鈴木議員のキャンセル分，戻り分ということで整理させていた

だいているところでございます。続きまして，１４ページをお願いいたします。本年２

月に行いました山口県下関市他の行政視察でございます。２月４日に乗り合いタクシー

ということで利用されておりまして，別記２と３に記載してございます。こちらにつき

ましても，公共交通機関の料金を上限とするということから，政務活動費，それから自

己負担等を分かれているものでございます。続きまして，１ページにお戻りいただきま

して，支出科目，資料購入費３４万４，０６５円の支出がございます。こちらにつきま

しては，２２ページをお願いします。一番上，二番目。日経グローカルの購読料でござ

いますけれども，同じ書籍ではありますけれども，若干金額が違います。こちらにつき

ましては２３ページと２４ページに領収書が添付されておりますけれども，購入先が違

うということで若干の差異がでているというものでございます。その他書籍並びに３名

分の新聞購読料が資料購入費となってございます。また１ページにお戻りいただきまし

て，一番下の事務所費７万１，７９５円でございます。こちらにつきましては，ＮＨＫ
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の受信料及びインクカートリッジ他の支出でございます。４３ページに記載がございま

す。ナンバー３番，４番につきましては，インクカートリッジでございますけれども自

宅で使用していることから，７割の政務活動費の支出というものでございます。政新会

につきましては以上でございます。 

○島岡委員長 それでは，ここで先ほどございましたチェックシートの方をお配りいた

だきたいと思います。 

（「チェックシート」配付。） 

○島岡委員長 お手元にお配りいただきましたでしょうか。それでは先ほどの郁政クラ

ブの件に戻りまして，郁政クラブの収支報告，令和元年度会派視察報告提出状況，参加

報告書をご覧いただきまして，郁政クラブの審査の方に入りたいと思いますがよろしい

でしょうか。 

（「はい」という声あり。） 

○島岡委員長 郁政クラブの収支報告事項は，ご承認をいただけますか。 

（「はい」という声あり。） 

○島岡委員長 挙手でお願いします。 

（「全員挙手」という声あり。） 

○島岡委員長 全員承認ということで。続きまして，政新会の方に入りたいと思いま

す。政新会のご説明がございました。また報告提出状況の方を２枚目を見ていただきま

すとすべてクリアということになっております。また，こちらの方の参加報告書の方は

ご覧いただくということで。それでは政新会の審査をしたいと思いますが，ご質問は何

かございますでしょうか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ，承認賜りたいところでございますが，こちらも挙手でお願い

いたします。承認の方挙手をお願いいたします。 

（「全員挙手」という声あり。） 

○島岡委員長 全員挙手ということで，承認ということで，次に公明党土浦市議団の審

査に入りたいと思います。 

○天貝議会事務局次長 ラベルの３番をお願いいたします。まず，収入でございます

が，４名分の１１ヶ月ということで，１１０万円の収入でございます。それに対しまし

て支出でございますが，３項目ございます。一番上の調査研究費７０万１，５１０円に

つきましては，７月に四国方面，２月に鹿児島方面に郁政クラブと合同で行いました行

政視察のものでございます。３ページをお願いいたします。７月３０日。それから８月

１日。それから７月３１日タクシーがございますけれども。こちら別記ということで，

その下の表にお付けしてございますが，こちらも公共交通機関の上限とすることから政

務活動費及び会派の方で支出に分けております。続きまして７ページをお願いいたしま

す。こちらは７月に行った行政視察の支出一覧でございまして，失礼しました２月に行

ったものです。２月４日，５日にバス。貸し切りバスをご利用になっております。こち

らにつきましては，列記ということで下の表に示しておりますが，郁政クラブの人数割
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で支払いを行っております。こちらも公共交通機関の料金の上限に政務活動費と会派で

支払いをしたものでございます。続きまして，１ページにお戻りいただきたいと思いま

す。資料購入費２６万１，６９８円でございます。備考欄に記載の朝日新聞から茨城新

聞まで４名分の新聞購読料。それから日経グローカルの購読料。それから書籍３冊の購

入費ということで，３３ページをお願いします。日経グローカルの領収書でございま

す。９万７２０円とございますけれども，１ヶ月分を除いた８万３，１６０円が対象と

いうことになります。書籍につきましては，３８ページに３冊の書籍の一覧表が付けて

ございます。新聞購読料につきましてはその後のページに記載があるものでございま

す。それでは１ページにお戻りください。一番下の事務所費の科目でございます。７万

２，０１０円の支出でございまして，３名分のプリンターインクとコピー用紙代になり

まして，こちらは自宅で使用ということでございますので，７割を政務活動費から支出

ということでございまして，領収書につきましては，１３ページから２０ページに記載

がございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 それでは公明党土浦市議団の収支報告書。また視察報告提出状況の方を

見ていただきまして，何かご質問がございますか。 

○吉田（千）委員 すいません。大変恐縮です。３ページです。タクシーのですね一番

下の欄の日付がちょっと違っておりまして，こちら７月１１日になっておりますが，７

月３１日の上の段のところですね。交通費，タクシー７２０円。政務活動費の分が５６

０円ということで日付が７月３１日に訂正をすいません。お願いをしたいと存じます。 

○島岡委員長 こちらの方は領収書はある訳ですよね。 

○吉田（千）委員 はい。領収書は添付されております。 

○島岡委員長 領収書の方は７月３１日になっておりますので，こちらの方は単純なミ

スということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり。） 

○吉田（千）委員 それともう一つ。７ページのですね日付がですね間違っていまし

て，２月の視察のところに７月２６日と。７ページの一番上の段のところですね。支払

日の７月２６日になっているのですが。 

○浅岡議会事務局主任 これは１月２７日ですね。 

○吉田（千）委員 １月２７日ですね。申し訳ございません。１月２７日ということ

で，これもミスです。すいません。 

○島岡委員長 ７ページの一番上のところですね。こちらのほうも１月２７日の誤りだ

ったということで。 

○吉田（千）委員 訂正していただきます。 

○島岡委員長 近畿ツーリストの領収書も１月２７日になっているということで，ミス

だったということでよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり。） 

○島岡委員長 その他ございませんか。 

○今野副委員長 政新会に戻らせていいただいてよろしいでしょうか。一点ちょっと失
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念したことがございまして。政新会ラベル２の１ページ。政務活動費収支報告書の下の

説明書きのところに，条例第７条第１項（第３項）。こちら第３項を削除するのを失念

してしまいましたので，二重線を引いてください。 

○島岡委員長 第３項のところを。そうしますと報告書の作成にあたってはもう一度，

削除した状態で出すということですね。 

○今野副委員長 ここですので，手書きで，こちら皆さん手書きしていただいて，とい

うことで。アップするものは，また私がしますので。それでよろしいですか。 

○浅岡議会事務局主任 後ほど修正をお願いします。 

○島岡委員長 政新会についてはそのように。公明党土浦市議団の方の審査に入りたい

と思います。その他ご質問はございませんか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ，承認の方は挙手をお願いいたします。 

（「全員挙手」という声あり。） 

○島岡委員長 全員挙手ということで，承認ということで，よろしくお願いいたしま

す。続きまして日本共産党土浦市議団の件でお願いいたします。 

○天貝議会事務局次長 ラベル４をお願いいたします。日本共産党土浦市議団でござい

ます。収入につきましては，２名分。１１ヶ月分ということで，政務活動費５５万円で

ございます。支出につきましては，４科目ございます。上の研修費８万２，４００円に

つきましては，７月に自治体学校イン静岡。こちら静岡県静岡市で開催されました学校

へ１名が行かれたというものでございまして，３ページから７ページに添付してござい

ます。３ページの支出証明書でございますが，金額が１万５，０００円と書いてあるも

のに取り消し線で手書きで１万４，０００円。弁当代を除くというような記載がござい

ます。わかりやすくしていただいたものと思いますが，取り消し線ではなくて弁当代を

除く１万４，０００円だよと。書いていただければ十分かなと考えております。こちら

につきましては，同じようなやり方のものがございまして，飛んでしまいますけれども

ラベル５の市民ネット２１の方も合わせてご覧いただきたいと思います。２５ページに

なります。新聞購読料の領収書でございまして，下から２つ目と一番下の記載でござい

ます。領収書の朝日朝刊というものと本代と記載がございまして，本来は政務活動費に

関係がないんだよというようなことで，取り消し線及び訂正印を押してわかりやすくし

ていただいたものと思いますけれども，訂正印及び取り消し線ではなくて，余白の方へ

朝日新聞朝刊代が対象だよというふうに記載してもらえれば十分と事務局では考えてい

るところでございます。続きまして，ラベル４の方にお戻りいただきまして，８ページ

から１１ページをお願いいたします。こちらは１０ページに記載がありますけれども，

市町村財政分析基礎講座というものに。東京の立川市で開催されたものでございます

が，１名が参加された領収書等でございます。続きまして，１ページにお戻りいただき

たいと思います。支出科目の広報費１４万５，２００円でございます。こちらにつきま

しては，６月，１０月，２月に議会報告会をそれぞれ行った際の経費でございまして，

報告書の印刷代。それから折り込み代及び会場代に充てたものでございます。１３ペー
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ジから１９ページに報告書及び領収書の添付がございます。１ページにお戻りくださ

い。資料購入費でございます。８万５，７２３円が政務活動費からとなります。２２ペ

ージをお願いします。２２ページの一番上のところに記載の書籍。それから２名分の新

聞購読料。２３ページから２４ページに記載がございます。続きまして，１ページにお

戻りいただきたいと思います。支出科目一番最後になります。事務所費６万１，６３６

円でございます。こちらは２名分の事務所費ということで，２５ページ以降の領収書等

でございます。コピー機のリース代及びインクカートリッジ代でございまして，いずれ

にいたしましても自宅で使用しているということから７割を政務活動費で支出している

というものでございます。説明につきましては以上でございます。 

○島岡委員長 日本共産党土浦市議団の報告書に関して，何かご質問がございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ，承認の方は挙手をお願いいたします。 

（「全員挙手」という声あり。） 

○島岡委員長 全員挙手ということで，承認となりました。よろしくお願いいたしま

す。続きまして市民ネット２１。こちらの審査に入りたいと思います。 

○天貝議会事務局次長 ラベル５をお願いします。市民ネット２１の収支報告書でござ

います。収入につきましては，１名分ということで２７万５，０００円でございます。

支出科目につきましては，３項目ございます。１番目の調査研究費１１万１，４９０円

でございますけれども，２回分の行政視察でございます。７月に東北方面。２月に九州

方面。いずれも政新会と合同で行ったものでございます。４ページをお願いいたしま

す。行政視察の行程表ですが，この中の交通機関の中でレンタカーという記載がござい

ます。こちらにつきましては市民ネット２１が１名ということで政新会の方が負担して

いるというものでございます。３ページの収支報告書にはレンタカー代の記載がないと

いうものでございます。続きまして，１０ページをお願いいたします。２月に行った行

政視察のものでございます。こちらにつきましても，１１ページの行程表にはレンタカ

ーを使用になっていますけれども，政新会の方でレンタカー代を負担しておりますので

１０ページの報告書にはレンタカー代の記載がないというものでございます。２月４

日，２月６日に乗り合いタクシーを利用されておりますけれども，こちらも政務活動費

と自己負担に分けて支出しているものでございます。１ページにお戻りいただきたいと

思います。資料購入費１２万９，６９６円です。こちらにつきましては，３紙の新聞購

読料の他，１８ページに記載のとおり２紙の書籍の購読料でございます。領収書につき

ましては１９ページ以降に掲載してございます。先ほども申し上げましたけれども２５

ページの方では訂正をされているという領収書が添付されているものでございます。１

ページにお戻りいただきまして，支出科目，最後の事務所費でございます。こちらは備

考欄で印鑑と記載がございます。２７ページをお願いいたします。上段が印鑑作成代の

領収書で，下段が作成した印鑑の陰影がございます。政務活動費の手引きによります

と，事務所費として議員等が行う調査研究その他の活動のための事務執行に必要な事務

用品，備品，事務機器購入代，リース代などが対象経費となる。と記載されておりま
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す。備品の品目については，明確に表で具体的に示されております。どういうものかと

申しますと，コピー機，共用パソコン，プリンター，金属製の書棚，ロッカー等，木製

の書棚，デジタルカメラ，ボイスレコーダー，パソコン関連備品とされております。そ

うしたことから印鑑については備品に当たらないと考えております。そうしますと，事

務執行に必要な事務用品に当たるかどうかということになります。印鑑については初め

ての事例ということで，事務局としても正直悩んだ部分がありますが，一応収支報告書

においては政務活動費から支出するよう計上してございますので，この印鑑につきまし

ては皆様でご協議いただいたいと存じます。因みに，政務活動費として支出できない経

費としまして名刺印刷に要する経費というものがございます。また，今回の政務活動費

は柏村議員個人に対してではなく，市民ネット２１に対して交付しているものでありま

すので，こちらの印影の土浦市議会議員，誰々という印鑑の書き方にも若干疑問が残る

かなと事務局は考えているところでございます。説明は以上でございます。 

○島岡委員長 市民ネット２１の審査に関して，何かご質問がございますか。 

○篠塚委員 確認なんですけれども，新聞は申し合わせ事項は何社までとなっているん

でしたっけ。 

○天貝議会事務局次長 個人ですと３紙までです。 

○篠塚委員 個人ですと３紙まで。あと今の印鑑の件なんですけれども，事務費に一応

該当するだろうということで出したということですね。これは，会派に出している政務

活動費なんで，個人と会派は分けた方がいいというのが，領収書等にも書いてあるんで

すけれども。これをどのように判断するかだと思うんですけれども。 

○吉田（博）委員 会派又は個人だっけか。 

○天貝議会事務局次長 会派からも請求できますし，個人からも請求はできます。今回

は会派からの請求で交付してございます。 

○吉田（博）委員 今回の請求は会派からということね。それで市議会議員，誰々とい

うのは疑問だと。どうなんだろうね。 

○篠塚委員 領収書としては，ちゃんと会派名が入って，なっているんですけれども。

印影を見るとこれが認められるかというと微妙なんですけれども。ただ，この印鑑て使

えるのは市議会の活動以外では使えないと思うんですけれども。その辺をどう判断され

るかと思うのですが。たぶんこれが一人会派だからあり得たことなのかなということが

あると思うのですが，これ大勢の会派の中でこの印鑑を作った時に認めるかどうかとい

う。このすべての議員に関わってくると思うのですが，その辺も含めてご意見をもらっ

て決めた方が今後のことにもなると思うのですが。 

○島岡委員長 はい。それでは，この印鑑の件ですが，印鑑の件に絞って取りあえず皆

さんからご意見を伺って行こうかなと思いますがいかがでしょうか。篠塚委員は今の内

容は反対だったんでしょうか。賛成だったんでしょうか。 

○篠塚委員 会派の領収書であるので，会派だと思っていると。あと議員活動でしかこ

の陰影は使えないと思うので。そう考えれば政務活動費の一環としていいのかなと思う

のですが。ただこれを決めた時にですね，全議員にこれが波及していくとどうなのかな
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ということもあるのですが，私は別に大丈夫じゃないかなと思っています。 

○吉田（博）委員 名刺はだめなんだっけか。名刺を作るのは。 

○浅岡議会事務局主任 印刷に係るお金は認められないと。手引きの中に。 

○吉田（博）委員 手引きの中にね。名刺はだめ。領収書は会派の名前であっても名刺

を作るのはでないということね。印鑑は事務費か。 

○浅岡議会事務局主任 事務費ですね。 

○吉田（博）委員 別に自分が他の事業をしてさ，会社のハンコを作るとかじゃないか

らいいんじゃないの。名刺とは違うしな。名刺はだめとあるんだっけか。名刺に類似す

るというところまではいかないだろう。いいんじゃないの。 

○久松委員 これを使う場面というのは，なんか封書を郵送する場合に押すんだろうよ

な。 

○吉田（博）委員 それは議員活動の一環でと考えるしかないよね。 

○島岡委員長 それで，賛成なんですか。反対なんですか。 

○久松委員 認めましょう。 

○吉田（博）委員 よしとしようよ。 

○島岡委員長 私は個人的には，個人のものではないかなと思ったりもしますが。 

○吉田（千）委員 私も自分でこういうのを前に常に作って使っています。こういう請

求はしたことはなかったんですけれど。中々個人ととてもはざまで，これから皆さんが

これをよしとなれば，これで請求が出来るということになるので，その辺。ねと思った

のですが，特に問題はないのかなという気はしますので。 

○島岡委員長 確認なんですけれど，これは市民ネット２１でもあり，個人会派である

ということでオッケイという意味合いもあるのでしょうか。 

○吉田（博）委員 それはないよ。 

○島岡委員長 そうしますと，これから先，今吉田（千）委員がおっしゃられたこと，

例えば，島岡が作ってもいいということになりますけれど。 

○吉田（博）委員 いいだろう。 

○島岡委員長 それぞれの判断に任せるということで。海老原委員は。 

○海老原委員 この後ね，今言ったように作っていいかという判断だよな。 

○島岡委員長 今回はということで覆ることもあるだろうでしょうけど。 

○吉田（千）委員 それにしてもずいぶん高いね。 

○吉田（博）委員 よしとしろよ。 

○島岡委員長 その他ございますか。今の印鑑他にはございませんか。 

○篠塚委員 今の最後の認められたということは，各議員が作っても政務活動費で認め

られるという判断を委員会でしたということも含めてですね。 

○吉田（博）委員 特例なんかない訳だから。 

○島岡委員長 それではよろしいですか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ，承認の方は挙手をお願いいたします。 
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（「全員挙手」という声あり。） 

○島岡委員長 全員挙手ということで，承認となりました。続きまして土浦の未来を語

る会。こちらの審査に入りたいと思います。 

○天貝議会事務局次長 ラベル６をお願いいたします。冒頭でご説明させていただきま

したとおり，９月３０日までの収支報告書になります。収入は５月からの元年度分の１

１ヶ月の２７万５，０００円でございまして，支出は資料購入費のみで，内容は議員ナ

ビプラス。議員のためのウェブマガジンの利用料１ヶ月分でございます。３ページの領

収書をご覧ください。明細には２０１９年９月から２０２０年３月まで７ヶ月分の料金

の記載がありますが，会派を解散するまでの９月分。ひと月分ですね１，６２０円のみ

の支出でございます。１ページにお戻りいただきまして，３番の残額２７万３，３８０

円につきましては市に返還されております。以上でございます。 

○島岡委員長 それでは，ご質問ございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ，承認の方は挙手をお願いいたします。 

（「全員挙手」という声あり。） 

○島岡委員長 全員挙手ということで，承認となりました。以上をもちまして各会派の

政務活動費の収支報告書をすべて承認ということですのでよろしくお願いいたします。 

○篠塚委員 前回この資料を回収したと思うんですけれども。持って帰らず。 

○今野副委員長 あの時は井上さん。共産党の井上さんが自宅の住所を領収書に出てた

ので，個人情報はまずいのではないかというので，回収したんじゃなかったでしょう

か。私の事務所にこれあります。 

○島岡委員長 篠塚委員の方から回収すべきか。というか訂正するところがあるので，

訂正をして。 

○浅岡議会事務局主任 訂正もありますし，ホームページにも載せるために印影を消し

たりという作業がありますので，それをする前にこれが変なところに出てしまっては困

るという判断もあって，去年は回収させていただきました。 

○島岡委員長 今ございました。回収すべきということで，訂正の部分と訂正する前の

原本が出てしまうとまずいということで回収させてもらってよろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり。） 

○島岡委員長 こちらの報告書はどうしましょうか。 

○浅岡議会事務局主任 報告書はお持ちになっていただいて。 

○島岡委員長 机の上に置いておいてください。よろしくお願いします。 

○久松委員 ホームページにアップするのはいつ頃なの。 

○浅岡議会事務局主任 そうですね。５月中にはやりたいと思います。 

○海老原委員 個人情報という話になって，共産党さんの。 

○吉田（博）委員 だよな。個人情報だよな。 

○海老原委員 久松さんの振り込みの残高のところ。３ページ。振込表の残高が載って

いる。 
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○浅岡議会事務局主任 毎年消しています。 

○篠塚委員 領収書に個人の住所が書いてあると思うんですけれど。これ消すんでした

っけ。 

○浅岡議会事務局主任 公開しているものは残しますけれども。公開していない住所で

あれば消します。 

○島岡委員長 その他何かございますか。 

（「なし」という声あり。） 

○島岡委員長 なければ，総務市民委員会を閉会とさせていただきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


